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英語指導講師派遣事業に係るプロポーザル実施要領 

 

１．事業の目的 

本事業は，国際化社会に対応した教育施策の一環として，小中学生に生きた英語に接す

る機会を提供し，外国語によるコミュニケーション能力の向上を図るとともに，国際感覚

の養成と国際理解教育の推進を図ることを目的とする。 

専門的知識や経験等を生かし，より効果的・効率的に事業を実施できる事業者を選定す

るため，公募型プロポーザル方式により契約候補事業者を決定する。 

 

２．事業の概要 

（１）事 業 名 称  英語指導講師派遣事業 

（２）業 務 内 容  英語指導講師派遣事業仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（３）業 務 期 間  ２０１９年４月１日から２０２２年３月３１日（３か年） 

（４）提案上限額  金５１，０００，０００円（３年総額） 

※上限額には消費税及び地方消費税を含む 

 ２０１９年１０月以降消費税額１０％を見込んだ額とする。 

 

３．参加資格 

（１）公告日現在，平成３０・３１年度館山市入札参加適格者名簿に登載されており，委託

の分類「（大分類）人材派遣（中分類）外国語指導助手（ＡＬＴ）」に登載されている

者 

（２）本件プロポーザルの公告日から当該審査日までの間に，館山市において入札参加停止

の措置期間中でないこと。 

（３）館山市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に定める暴力団排除措置要件に該当しない

者 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者のほか，次のいずれにも該当

しない者 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

イ 対象工事の入札日前６ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で，同法に基づく

裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で，同法に基づく

裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

（５）過去５年以内に，国又は地方公共団体において外国語指導助手（ＡＬＴ）に関する業

務を受託し，契約を履行完了した実績がある者（複数年契約で履行を継続している場

合は１年以上経過している者） 

 

４．業者選定スケジュール 

  業者選定等に関するスケジュールは次のとおりとする。 
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内  容 期  日 

事業告示 平成３０年１２月 ５日（水） 

質問受付期限 平成３０年１２月１４日（金） 

（回答は，随時，館山市ＨＰで公開） 

企画提案書提出期限 平成３１年 １月１１日（金）１７：００必着 

ヒアリング審査 平成３１年 １月１８日（金）時間未定 

業者決定通知 平成３１年 １月２１日（月） 

 

５．企画提案の方法 

 企画提案に参加を希望する事業者は，以下の書類を提出すること。 

（１）提出書類 

提出書類 様式番号 提出部数 

①提案者の概要 様式第１号（任意様式可） １１部 

②業務実績 様式第２号 １１部（契約書写し省略） 

③業務実施体制 様式第３号 １１部 

④仕様書「２事業の目的」「６指導 

内容等」に係る提案 

様式第４号（任意様式可） １１部 

⑤講師採用，管理体制に係る提案 様式第５号（任意様式可） １１部 

⑥質疑書 様式第６号  １部（必要な場合のみ） 

⑦見積書 事業者の様式【様式集の支

払内訳書を添付】 

１部（綴らず別に提出） 

※見積書には，館山市入札参加業者適格者名簿に登載された事業者名，代表者名，住所を記

載し，押印すること。なお，消費税を含む総額を表示すること。 

（２）提出書類作成要領 

 ①企画提案書のサイズはＡ４版縦とし，①～⑤の順に並べ，株にページ番号を記載し，左

上部を綴じたものを１１部提出する。なお，任意様式によりＡ３番版を使用する場合は，

Ａ４版サイズに織り込み，提出すること。 

②文字サイズは１０．５ポイント以上とし，簡潔，明瞭に記載することとし，高度な専門

的知識を有しない者でも理解できるよう解りやすく表現すること。なお，文章を補完す

るために必要なイラスト，イメージ図等の挿入を認める。 

③カラー印刷での提出を認める。 

④提出書類のボリュームは問わないが，プレゼンテーション時間（２０分以内）を考慮し，

適正なものとすること。 

⑤見積書金額の総額と支払内訳書の合計額は一致すること。 

（３）提出書類の部数 

 上記（２）により作成したものを事業者名入り１部，事業者名が特定される表示のないも

のを１０部提出すること（審査委員に配布するため）。 

（４）提出方法等 

①提出方法  持参又は書留郵便等（提出期限必着） 
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②提出期限  平成３１年１月１１日（金） 

③提出場所  〒２９４－８６０１  館山市北条１１４５番地の１ 

館山市教育委員会 教育部 教育総務課（館山市役所本館３階）  

TEL 0470-22-3694   FAX 0470-25-5605 

E-mail  kyousoumu@city.tateyama.chiba.jp  

 

６．質疑について 

本企画提案の内容に関する質疑は，次のとおり書面の提出によってのみ受け付ける。 

（電話や窓口での口頭による場合においても，書面を提出すること） 

①提出方法：質疑書（様式第６号）に質疑事項を記入し，持参，郵送，ファックス又は，

電子メール添付により提出すること。（持参以外は要電話連絡） 

②提出場所：５（４）に同じ。 

③提出期限：平成３０年１２月１４日（金） 

④回答方法：質問に対する回答は，館山市ホームページにより随時公表する。なお，個別

回答は行わない。また，説明会は開催しない。 

 

７．提出書類の審査  

（１）審査方法 

提出書類等の審査を厳正かつ公正に行うため，英語指導講師派遣事業プロポーザル審査

委員会を設置し，審査を行う。提出された企画提案書による書類審査，見積り金額及びヒ

アリング審査の総合的な評価により候補者を選定する。 

（２）ヒアリング審査 

①企画提案書について説明を行う（提案説明２０分以内，質疑応答１０分程度）。 

②出席者は合計３名以内とし，必ず業務を受託した場合の担当責任者を出席させること。 

③必要な機器等は各事業者が用意すること。但し，プロジェクター及びスクリーンは本市

で用意するが，使用する場合は事前に申し出ること。 

 ④ヒアリング審査は企画提案書の提出順に行うこととし，提案者は審査委員に社名等を伏

せた説明を行うこと。 

（３）日時及び会場 

①開催日時：平成３１年１月１８日（金）  ※時間未定：詳細は別途通知 

②開催場所：館山市役所 本館２階会議室  ※詳細（集合場所等）は別途通知 

（４）審査評価基準 

評価項目 評価基準 評価点 

１．会社概要等 

（１０点） 

（１）会社概要，基本理念（方針），体制図 ５点 

（２）講師派遣業務の実績 ５点 

２．業務に対する 

取組 

（３０点） 

（１）学習指導要領（平成２９年３月告示）による外国語 

活動と外国語科に関する理解 
５点 

（２）教材開発や授業プランの提案 １０点 

（３）教職員の授業力向上，外国語指導に関する指導計画 

作成等のサポート 
１０点 
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（４）外国語活動以外の対応（学校行事，特別活動等） ５点 

３．講師採用等 

  （２０点） 

（１）講師採用（基準，条件，方法等） １０点 

（２）講師研修（内容，方法，体制等） １０点 

４．管理体制 

  （３０点） 

（１）管理体制（労務管理，健康管理，連絡体制，ﾏﾆｭｱﾙ， 

法令遵守，勤務評価，学校からの要望対応等） 
１５点 

（２）緊急時対応（事故，欠員，トラブル，緊急時の連絡 

体制等） 
１５点 

５．金  額 金額の低い順に配点 １０点 

合  計  １００点 

  

※評価方法は「絶対評価」とし，採点基準は以下のとおりとする。 

判断基準 乗 率 １５点満点 １０点満点 ５点満点 

創意・工夫があり、特に優れた内容である ×１.０ １５点 １０点 ５点 

優れた内容である ×０.８ １２点 ８点 ４点 

平均的な内容である ×０.６ ９点 ６点 ３点 

仕様は満たしているが、内容が乏しい ×０.４ ６点 ４点 ２点 

提案が出来ていない ×０.０ ０点 ０点 ０点 

※金額を除く評価項目の点数（配点９０点）について，審査委員全員の平均点が５４点（平均

的な内容）未満の団体は失格とする。 

 ※審査委員全員の平均点に価格評価点を加えた点数（小数点第２位以下切り捨て）の上位

提案者から順位付けを行い，第１位の者を優先交渉権者とする。 

（５）審査結果について 

企画提案審査結果は，企画提案書を提出し，ヒアリング審査に参加した全ての事業者

に対し電子メールにより通知する。また，審査結果は館山市ホームページで公表する。 

 

８．失格要因 

（１）提出方法，提出場所，提出期限等に合致しないもの。 

（２）虚偽の内容が記載されているもの。 

（３）記載すべき事項の全部，又は一部が記載されていないもの。 

（４）記載すべき事項以外の内容（事業者が特定できる表現等）の記載がされているもの。 

（５）その他，審査委員会が不適格と認めたもの。 

 

９．その他 

（１）提出書類等の作成，審査会等に係る経費は全て提案事業者の負担とし，提出された書

類は返却しない。但し，本プロポーザルにかかる審査以外に利用しないものとする。

また，提出期限以降における提出書類の差し替え，再提出等は認めない。 

（２）提出書類に記載した担当者は，病気・死亡等の極めて特別な事情を除き，変更するこ

とはできない。 

（３）企画提案書を提出後にプロポーザルへの参加を辞退するときは，書面（任意書式）に

より，その旨を届け出ること。なお，提出期限までに企画書等の提出がされなかった
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とき,ヒアリングに遅れた場合はこのプロポーザルへの参加を辞退したものとみなす。 

（４）提案事業者が１者であっても優先交渉権者の決定を行う。但し，価格評価点（１０点）

を除く評価項目の点数（９０点）について，審査委員全員の平均点が５４点（平均的

な内容）以上の場合に限る。 

（５）既成の写真・イラスト等を使用する場合は，必ず提出承諾を得てから行うこと。 

（６）提案上限額を超えた経費内訳書を提出した者は，企画提案書の内容に関わらず当該プ

ロポーザル失格とする。 

（７）審査結果について異議申し立ては認めない。 

 

１０．問合せ・質問・企画書等提出場所 

 〒２９４－８６０１  館山市北条１１４５番地の１ 

館山市教育委員会 教育部 教育総務課（館山市役所本館３階）  

  ＴＥＬ：０４７０－２２－３６９４ 

ＦＡＸ：０４７０－２５－５６０５ 

E-mail：kyousoumu@city.tateyama.chiba.jp 
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